
「和酒マスターテイスター」受講受験要領 
本要領をよくお読みの上、ご参加ください。 

 
１．ご来場に際して 
 
酒類のテイスティングを伴う講習内容、試験を実施する都合上、お車（バイク、自転車含む）
を運転してのご来場は固くお断り申し上げます。尚、そのようなことが認められる場合には
酒類の提供をお断りさせていただきますので予めご了承ください。  
※会場に駐車場はございません。また、会場周辺駐車場のご案内も控えさせていただきます。 
  
2．受験期限について 
 
・初回受験期限：最終受講日の翌月より 6か月以内 
・再受験有効期限（初回受験結果が不合格/欠席の場合）：最終受講日の翌月より 1 年以内
（要再受験料） 
  
3．講習会について 
 （１）持ち物について 
・筆記用具 
・顔写真付き身分証明書 1 点（運転免許証、パスポート等） 
 ※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、2 点（健康保険証、年金手帳等） 
・『日本酒の基』（2024年 4 月 1日初版） 
・『新訂焼酎の基』（2023 年 4月 1 日初版もしくは、2023 年 9月 1 日増刷二刷） 
※上記テキストは講習会当日までにご自身でご用意下さい。 
お持ちでない場合はオンラインショップ、または講習会当日にお買い求めいただけます。 

  
（２）遅刻・早退・欠席について 
   遅刻、早退、欠席をなされても受験は可能です。 
  
（３）オンデマンド受講への振替について 
各回とも、欠席の場合は開催日翌日までのご連絡でオンデマンド受講に振替が可能です。 
別途教材配送料 3,300円（税抜き 3,000 円）をご負担いただきます。 
  
 
 
 



4．試験について 
 
（１）持ち物 
・筆記用具 
・顔写真付き身分証明書 1 点（運転免許証、パスポート等） 
 ※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、2 点（健康保険証等） 
  
（２）遅刻・早退・欠席について 
以下に該当する場合は受験できません。 
・試験開始時刻から 20 分以上経過する遅刻（第 1次試験～第 4次試験毎） 
※公共交通機関の責による 20 分を超える遅刻の場合は、以下「受講・受験当日の連絡先」
にご連絡いただき指示を受けてください(後日の申し出不可)。ただし、遅延証明書が必要と
なります。 
・試験官の許可無く試験会場から退出した場合 
・欠席の場合、再受験の申込が必要です。 
  

【受験当日の連絡先】 
03-5615-8202 

  
（３）受験日の変更 
受験日の日程変更は、受験期限内に限り可能です。 
日程変更についての詳細はこちら  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xzSiRCr65xTQ1kIFveBOqw5LQmZM1U
vVX09ejhEYP_S74Q/viewform 
  
（４）試験結果の通知に関して 
試験結果は、受験日より 2 週間後に、E-mail およびマイページ内でご通知申し上げます。 
なお、受験日より 2 週間を過ぎましても、通知がない場合には、お手数ではございますが事
務局までお知らせください。 
合否に関するお問い合わせについては、お答え致しかねますので予めご了承ください。 
 
 
（５）再受験に関して 
不合格、欠席の場合は、受験期限内に限り、再受験が可能です。 
不合格だった場合、合格基準に達した試験結果を有効(免除)とし、不合格となった試験のみ
をご受験いただきます。  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xzSiRCr65xTQ1kIFveBOqw5LQmZM1UvVX09ejhEYP_S74Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_xzSiRCr65xTQ1kIFveBOqw5LQmZM1UvVX09ejhEYP_S74Q/viewform

